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この冊子は、ひとり親家庭の方の制度や相談窓口のほか、役立つ情報を

紹介しています。「ひとり親家庭」とは、次のいずれかに該当する方が、20

歳未満のお子さんを扶養している家庭をいいます。 

◆配偶者が死亡した方      

◆配偶者と離婚した方   

◆配偶者の生死が不明な方   

  ◆配偶者から遺棄されている方 

◆配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養を受けられ

ない方 

◆配偶者が精神または身体の障がいにより働けないため、その扶養を

受けられない方 

◆結婚によらないで母（父）となった方 
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